
 
 

        
 

  
 

 
 

これまで、広報紙や住民説明会などで料金改定について説明させてい

ただいたとおり、平成 28 年 10 月使用分（＝12 月お支払い分）から、

水道料金を改定することになりましたのでお知らせします。 
 

改定の内容 

全用途において一律２０％の値上げとなります。 

主な用途の料金表は次のとおりです。（他の用途の料金表は裏面をご覧下さい。） 

（改定前）                      （改定後） 

用途 
基本料金 超過料金  基本料金 超過料金 

水量 料金 水量 料金  水量 料金 水量 料金 

家事用 10 ㎥まで 1,150
円

 
１㎥増す 
ごとに 132

円
  10 ㎥まで 1,380

円
 
１㎥増す
ごとに 158

円
 

団体用 
営業用 

20 ㎥まで 2,590
円

 〃 156
円

  20 ㎥まで 3,100
円

 〃 187
円

 

※ この他に消費税がかかります。 

 

新しい料金で納めるまでのスケジュール 

  平成 28年 12月にお支払い頂く料金から改定後の料金になります。 
 

・ 納付書払いの方 → 12月上旬発送分から適用 

・ 口座振替の方   → 12月 22日振替分から適用 

 
（例）毎月の検針日が 10日の場合 

「  9/10 ～ 10/10 」 に使った分が 『 11月支払分（旧料金） 』 

「 10/10 ～ 11/10 」 に使った分が 『 12月支払分（新料金） 』 となります。 
 

 9月 10月 11月 12月 1 月 

検
針 

9/10 10/10 11/10 12/10  

請
求 

 
10月 
支払分 

11月 
支払分 

12月 
支払分 

1 月 
支払分 

 旧料金         ← →  新料金 

 

 

改定理由 
 

水道事業の経営状況は、平成 27年度ま

で 6 年連続の赤字が続いており、今後も

人口減少による利用者数の落ち込みや節

水意識の高まりなど、大変厳しい経営状況

になると思われます。今回の改定は、経営

状況を改善し、安定した給水を維持するた

めに行うものです。町民のみなさんにはご

負担をおかけしますが、ご理解とご協力を

お願いい致します。 

    

裏面もご覧ください。 



 

▼ 新料金表（税抜き） 

 
基本料金 超過料金 

水量 料金 水量 料金 

家 事 用 10 ㎥まで 1,380円 （+230 円） 1㎥増すごとに 158円 （+26 円） 

団 体 用 
営 業 用 

20 ㎥まで 3,100円 （+510 円） 1㎥増すごとに 187円 （+31 円） 

浴 場 用 100 ㎥まで 10,800円 （+1,800 円） 1㎥増すごとに 129円 （+21 円） 

工 業 用 40 ㎥まで 6,330円 （+1,050 円） 1㎥増すごとに 187円 （+31 円） 

ホ ク レ ン 用 1,000㎥まで 120,960円 （+20,160 円） 1㎥増すごとに 148円 （+24 円） 

船 舶 用    1㎥につき 172円 （+28 円） 

※ カッコ内は旧料金との差額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 料金早見表（一部抜粋）                      （税込み、単位：円） 
家事用  団体用 ・ 営業用 

使用水量 
水道 
料金 

下水道
使用料 

合計  使用水量 
水道 
料金 

下水道
使用料 

合計 

0～10 ㎥ 1,490 1,510 3,000  0～10 ㎥ 3,340 1,510 4,850 

11 ㎥ 1,660 1,670 3,330  11 ㎥ 3,340 1,670 5,010 

12 ㎥ 1,830 1,830 3,660  12 ㎥ 3,340 1,830 5,170 

13 ㎥ 2,000 1,990 3,990  13 ㎥ 3,340 1,990 5,330 

14 ㎥ 2,170 2,160 4,330  14 ㎥ 3,340 2,160 5,500 

15 ㎥ 2,340 2,320 4,660  15 ㎥ 3,340 2,320 5,660 

16 ㎥ 2,510 2,480 4,990  16 ㎥ 3,340 2,480 5,820 

17 ㎥ 2,680 2,640 5,320  17 ㎥ 3,340 2,640 5,980 

18 ㎥ 2,850 2,800 5,650  18 ㎥ 3,340 2,800 6,140 

19 ㎥ 3,020 2,970 5,990  19 ㎥ 3,340 2,970 6,310 

20 ㎥ 3,190 3,130 6,320  20 ㎥ 3,340 3,130 6,470 

21 ㎥ 3,360 3,290 6,650  21 ㎥ 3,540 3,290 6,830 

22 ㎥ 3,530 3,450 6,980  22 ㎥ 3,750 3,450 7,200 

23 ㎥ 3,700 3,610 7,310  23 ㎥ 3,950 3,610 7,560 

24 ㎥ 3,870 3,780 7,650  24 ㎥ 4,150 3,780 7,930 

25 ㎥ 4,050 3,940 7,990  25 ㎥ 4,350 3,940 8,290 

26 ㎥ 4,220 4,100 8,320  26 ㎥ 4,550 4,100 8,650 

27 ㎥ 4,390 4,260 8,650  27 ㎥ 4,760 4,260 9,020 

28 ㎥ 4,560 4,420 8,980  28 ㎥ 4,960 4,420 9,380 

29 ㎥ 4,730 4,590 9,320  29 ㎥ 5,160 4,590 9,750 

30 ㎥ 4,900 4,750 9,650  30 ㎥ 5,360 4,750 10,110 

 

 

 

＜計算例＞ 

 家事用で 1 ヶ月の使用水量が 15㎥の場合、次のように、①から④へ順番に計算します。 

①基本料金 10 ㎥まで = 1,380 円 「基本料金」を求めます。 

②超過料金 5 ㎥ × 158 円  =  790 円 「超過料金」を計算します。 

③税抜き料金 1,380 + 790  = 2,170 円 「基本料金」と「超過料金」を足します。 

④税込み料金 2,170 × 1.08  = 2,340 円 「税抜き料金」×1.08 を計算し、10 円未満を

切り捨てます。 

 

【問合せ先】 斜里町 水道課 ／ 電話：２３-３１３１（内線１６８） ／ 8:45～17:30（土・日・祝日除く） 

 

 


